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提出意見

意見１
　16ページの2～3行目の「このように、地域の特性に応じた柔軟できめ細やかな整備により、地域の創意工
夫が発揮されるような取組を支援することが重要である。」という部分について、この文の前に、一つの独立
した段落として、「今後の人口動態等の地域の状況を踏まえ、条件が揃えば森林としての活用や過去に損
なわれた湿地等の自然環境の再生等、農地以外への転換を促進し、バイオマスの生産や観光資源の構成
要素等として地域経済の活性化に役立てるとの考えは、今後の国土利用の一つの重要なあり方と考えら
れる。」を追加する。

理由
　(公財)日本生態系協会では、人口減少・環境の時代を迎え国民全体の利益という観点から、1999年の食
料・農業・農村基本法の制定に向けた議論のなかで、またその後の中山間地域対策のあり方に関する議
論のなかで、中山間地域の生産性向上がもともと困難な農地等について、条件が揃えば元の自然環境に
戻すことも農政として重要との提言を行ってきました。
昨年(2015年)8月に閣議決定された新しい国土形成計画(全国計画)では「人口減少等に伴う開発圧力低下
の機会をとらえた国土の選択的利用」として「人口減少、高齢化等により適切な管理を続けることが困難な
中山間地域の荒廃農地等の土地については、森林等新たな生産の場としての活用や過去に損なわれた湿
地等の自然環境の再生、希少な野生生物の生息地等としての保全の促進等、新たな用途を見いだすとと
もに、美しい景観の創出や生物多様性の確保を図る」という方向性が明示されました。
　新しい土地改良長期計画においても、こうしたことを明示しておく必要があります。

意見２
　20ページの12～13行目の「水田の大区画化等を推進する」という部分について、「事業計画の策定前に必
ず十分な生物多様性に関する調査を実施するなど、環境との調和への配慮を原則としつつ、水田の大区
画化等を推進する」とする。

理由
　平成13年に土地改良法が改正され、「環境との調和への配慮」が事業実施に当たっての原則とされまし
た。これを受け事業計画の作成前に、市町村により「田園環境整備マスタープラン」等が作成されるように
なりました。しかしこれらの多くは、野生生物の生息・生育状況調査を十分行わずに作成されていると考え
られ、法律は改正されたものの、事業による自然環境への影響を適切に緩和したり、地方創生に向け自然
環境を積極的に活かしたりすることが十分にできていません。特に環境省及び当該都道府県・市町村レッド
リストに掲載されている希少な野生生物については、事前にその生息・生育分布情報を正確に把握しておく
必要があります。

意見３
　24ページの29～30行目の「環境への負荷や影響の回避・低減、さらには環境の再生・創造を推進する」と
いう部分について、「ビオトープ管理士等の地域の生物多様性に関する専門家と連携・協働しつつ環境へ
の負荷や影響の回避・低減、さらには環境の再生・創造を推進する」とする。

理由
　事前調査において確認された野生生物、特に希少な野生生物への影響を適切に緩和したり、地方創生に
積極的に活かしたりするためには、生物多様性について専門的知識を有するビオトープ管理士等の専門家
との連携・協働が欠かせません。新たな土地改良長期計画の作成にあたり「環境への負荷や影響の回避・
低減、さらには環境の再生・創造の推進」という部分に、そのことを明示しておく必要があります。


